
 

 

 

 

 

 

 

令和 5 年 

伊豆の国市教育委員会 5 月定例会 

会議録  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

令和５年伊豆の国市教育委員会５月定例会 

 

開会年月日  令和５年５月 31日（水） 午後３時 00分～午後３時 45分 

場   所  あやめ会館２階会議室 

日   程 

１ 冒 頭（学校教育課長） 

２ 開 会（教育長） 

３ 会議録署名委員の決定（教育長） 

４ 会期の決定（学校教育課長） 

５ ４月定例会会議録の承認（学校教育課長） 

６ 教育長報告（教育長） 

７ 議事日程（議事進行：教育長） 

日程第 1 報告第 24号 文化財展示施設の設置に向けた調査・検討状況について 

日程第 2 報告第 25号 要保護児童生徒の就学援助資格の新規認定について 

日程第 3 議案第 29号 
伊豆の国市立幼稚園預かり保育条例施行規則の一部を改

正する規則の制定について 

日程第 4 議案第 30号 伊豆の国市立図書館運営協議会委員の委嘱について 

日程第 5 議案第 31号 伊豆の国市史跡等整備調査委員会委員の委嘱について 

日程第 6 議案第 32号 伊豆の国市学校給食審議会委員の委嘱について 

日程第 7 議案第 33号 伊豆の国市学校評議員の委嘱について 

日程第 8 議案第 34号 準要保護児童生徒の就学援助資格の新規認定について 

８ 閉 会（教育長） 

出 席 者  教育委員会 教育長       増 田 貴 史 雄 

            同   委 員       岩 田 幸 晴 

            同   委 員       小 池 陽 子 

            同   委 員       清 水 照 子 

            同   委 員       前 田 泰 宏 

 



 

 

          説明に出席した者の職氏名 

  教育部長          佐 藤 政 志 

  教育施設整備課長      室 野 弘 毅 

生涯学習課長        山 本 浩 之 

  文化財課長         工 藤 雄一郎 

  幼児教育課長        平 井 良 忠 

  学校教育課統括監      内 田 繁 樹 

  学校教育課教育支援監    濵 田 晃 治 

  企画課長          秋 山 貴 宏 

          会議に出席した事務局の職氏名 

学校教育課長         植 松 正 輝 

教育総務係長        土 屋 尚 子 

学校教育課教育総務係    川 口 真由美 

９ その他（進行：学校教育課長） 

① 小・中学校の児童・生徒の問題行動について 

② 次回以降の定例教育委員会の開催について 

■学校教育課長 

  皆さま、こんにちは。本日は、お忙しい中、ご出席いただき、ありがとうございます。 

開会に先立ちまして、増田教育長より、皆さまにごあいさつ申し上げます。 

■増田教育長 

＜略＞ 

■増田教育長 

本日は、４名出席しておりますので、委員会は成立しております。 

ただいまより、令和５年教育委員会５月定例会を開催いたします。本日の会議録に署

名する委員は、小池委員と前田委員にお願いいたします。 

■学校教育課長 

  本日の議事日程は、お手元に配付したとおりでございます。 

会期につきましては、本日５月 31日、１日のみということで処理をしたいと思います

が、いかがでしょうか。 

■委員一同   

（異議なし） 

 



 

 

■植松学校教育課長 

ありがとうございます。本日１日だけということでお願いします。 

次に、先月行いました教育委員会４月定例会開催分の会議録の報告と承認の件に入り

ます。 

会議録の写しを配付してございます。実施日、出席者、議案の案件、議決内容、署名

等の会議内容を記載してございます。こちらについては、見ていただき承認されたとい

うことで処理をさせていただきますが、いかがでしょうか。 

■委員一同 

（異議なし） 

■植松学校教育課長 

  ありがとうございます。ここで、教育長から報告事項を申し上げます。 

■増田教育長 

＜略＞ 

■増田教育長 

  それでは、本日の議事日程に入ります。 

  日程第 1 報告第 24 号「文化財展示施設の設置に向けた調査・検討状況について」

の説明をお願いします。 

■秋山企画課長 

  企画課長の秋山と申します。よろしくお願いいたします。 

  報告第 24 号「文化財展示施設の設置に向けた調査・検討状況について」説明しま

す。 

要旨です。本市の貴重かつ豊富な文化財やこれまでの調査成果等を広く公開する拠

点施設として、新たな文化財展示施設の設置に向けた調査検討に今年度着手いたしま

した。 

続きまして内容です。経緯ですけれども、昨年度中において検討いたしました大河

ドラマ館跡地への郷土資料館の移転に関する議論、その後市民から寄せられた意見要

望を加えて、有識者からの意見等を踏まえ、改めて文化財等を公開する拠点施設が必

要であると判断いたしました。このため、施設の設置に向けた調査検討を進めること

としたものでございます。 

  次に査検討の内容です。検討体制ですが、本年４月に庁内関係課により、構成する

プロジェクトチームを設置いたしました。参考までにプロジェクトチームの構成は、

企画課を担当課事務局といたしまして、観光文化課、都市計画課、それから教育部の



 

 

学校教育課、教育施設整備課、文化財課の合計６課となります。 

  調査検討内容ですが、他の博物館、郷土資料館等の調査研究。それから、設置時期、

場所、施設の規模、事業費等。これら経営については、いずれも企画課におきまして、

スピード感を持って調査検討を進めているところでございます。 

  また、当然専門家によります検討部会も立ち上げる必要がありまして、来月の定例

教育委員会におきまして、委員の委嘱について議題とし、議案として上程させていた

だく予定でございます。以上です。 

■増田教育長 

  説明が終わりました。何かご質問はございますか。 

■増田教育長 

  小池委員どうぞ。 

■小池委員 

  長野県茅野市にある、尖石縄文考古館を見学してきましたので報告させてください。

に立ち寄ってきました。私は伊豆の国市郷土資料館のイメージを持って入ったのですが、

もう本当にワクワクするような空間が広がっていました。そこにある土偶が二つ国宝と

なっていまして、それらに関する資料と併せて専門の展示室がありました。別の部屋に

は縄文土器が清々と展示されていて、自分の祖先がどんな暮らしをしていたのかなって、

思いを馳せるような、ゆったりとした空間で見学することができたのです。 

  さらに進みますと、今度は体験コーナーがあって、いつ誰が訪れても体験できるよう

な所と、前もって予約して体験できるようなものが充実していたのですね。ひとクラス

の子供たちが十分に体験できるような感じでした。すごく興味深かったなと思うのです

けれど、きっとここで、色々なヒントをもらって、すごいアイデアを生み出す大人も、

子どももいるのではないかなと感じました。 

伊豆の国市はどんなふうに工夫されたものができるのかなと思っていたところ、この

報告を聞き、新聞にも載っていたので、もう早速いよいよ始まるのだと嬉しく思いまし

た。これからもデリケートな部分での交渉事も出てくるかと思うのですけれども、そこ

は丁寧に進めていただきたいと思いました。以上です。 

■増田教育長 

  もう既に、いくつかの施設を視察等していて、これから本市ではどうしようかという

案を作っていく段階になってくると思います。何か答えることありますか。 

■秋山企画課長 

  ご意見ありがとうございます。確かにデリケートな部分がこれからあります。 



 

 

  ただ、箱物を作るという議論にはしたくないと思っていまして、これはむしろ本来あ

るべき施設、それが現状で無いという認識のもとに進めております。 

  当然、軸足は教育面に置くわけですけれども、市外の方に対しましては、我々伊豆の

国市の名刺代わりでもありますので、そういったことも踏まえて適正な規模等も今検討

しております。皆さんの期待に応えるような施設、まさにドキドキワクワクするような

施設をぜひ設置したいと思い、頑張っているところです。 

■増田教育長 

  進捗状況等が出れば、また委員の皆さんにもお示しができるかと思います。 

  他にご質問いかがでしょうか。 

■清水委員 

  ６課でプロジェクトチームを設置ということでしたけれど、人数は何人くらいですか。 

■秋山企画課長 

  先ほど言いました６課が所属する４部局から部課長職、合計 11名で現在は進めており

ます。いずれ担当者レベルで具体的な話になっていくと思います。 

■清水委員 

  分かりました。 

■増田教育長 

  よろしいでしょうか。 

■増田教育長 

  続きまして、日程第 2 報告第 25号「要保護児童生徒の就学援助資格の新規認定に

ついて」の説明をお願いします。 

■植松学校教育課長 

  ＜略＞ 

□質疑 

 ＜略＞ 

■増田教育長 

続きまして、日程第 3 議案第 29号「伊豆の国市立幼稚園預かり保育条例施行規則

の一部を改正する規則の制定について」の説明をお願いします。 

■平井幼児教育課長 

  幼児教育課平井です。よろしくお願いいたします。議案第 29 号「伊豆の国市立幼

稚園預かり保育条例施行規則の一部を改正する規則の制定について」説明します。 

  １ページをご覧ください。 



 

 

  今回の条例施行規則の一部を改正する規則ですが、規則「第２条第３号中の「伊豆

の国市立長岡幼稚園」とあるのを「伊豆の国市立共和幼稚園」に改めるものです。 

  また、改正に伴いまして、様式１号を改正いたします。 

 附則をご覧ください。 

  １は、規則の施行期日となります。２は、この規則施行の際に、現在使用している

様式により提出された申請書は、改正後の様式により提出されたものとみなすことが

できるとする規程であります。 

 次に、２、３ページの新旧対照表は、改正箇所を明示しております。４ページには

参考のため条例施行規則を付けさせていただきました。 

  今回の改正理由でございますが、長岡幼稚園に、来年４月の認定こども園開設に向

け、長期休業中に集中的に工事を進めるにあたり、預かり保育を実施した場合、騒音

や車両出入りがあり、園児の安全確保が難しいことから、長岡幼稚園の預かり保育を

共和幼稚園に移管するものです。説明は以上です。 

■増田教育長 

  説明が終わりました。何かご質問等はございますか。 

■増田教育長 

  長期休業中以外は、長岡幼稚園での預かり保育を継続できるのでしょうか。 

■平井幼児教育課長 

  はい。参考資料の、伊豆の国市立幼稚園預かり保育条例施行規則第２条をご覧くだ

さい。第１号の定期型預かり保育と第２号の一時型預かり保育では長岡幼稚園は実施幼

稚園になっています。長期休業中についてのみ、今回共和幼稚園が負担するという形に

なっています。 

■増田教育長 

  長期休業中の工事のため、その期間は共和幼稚園で預かり保育を実施して貰うとい

う措置ですね。 

■増田教育長 

  よろしいですか。それではお諮りします。議案第 29 号「伊豆の国市立幼稚園預か

り保育条例施行規則の一部を改正する規則の制定について」は承認でよろしいでしょ

うか。 

■委員一同 

 （異議なし） 

 



 

 

■増田教育長 

  議案第 29 号「伊豆の国市立幼稚園預かり保育条例施行規則の一部を改正する規則

の制定について」は、承認されました。 

続きまして、日程第 4 議案第 30号「伊豆の国市立図書館運営協議会委員の委嘱に

ついて」の説明をお願いします。 

■山本生涯学習課長 

  生涯学習課山本です。議案第 30 号「伊豆の国市立図書館運営協議会委員の委嘱に

ついて」説明します。 

  ３ページをご覧ください。図書館法の第 14 条に図書館協議会の記述がございます

ので、読ませていただきます。 

  図書館協議会は、図書館の運営に関し館長の諮問に応ずるとともに、図書館の行う

図書館奉仕につき、館長に対して意見を述べることができる機関です。 

  また委員につきましては、伊豆の国市立図書館条例第６条第３項で学校教育及び社

会教育の関係者、並びに学識経験のある者から教育委員会が委嘱するとなっておりま

す。 

  1 ページにお戻りください。今回は規則に則り、９名の方に委員を委嘱するもので

ございます。委嘱期間につきましては、令和５年６月１日から令和７年５月 31 日ま

でとしております。また新任の方が７名、再任が２名となっております。説明は以上

でございます。 

■増田教育長 

  説明が終わりました。何かご質問等はございますか。 

■増田教育長 

４月からデジタル図書がスタートしています。議案とは関係ないのですが、何かお

知らせするようなことがありますか。 

■生涯学習課長 

皆様が気にしているかと思います。利用状況ですが、まず４月 25日から開始ですの

で、４月いっぱいですと大体 40名前後の利用です。 

その後 1ヶ月経ちまして利用状況を確認したところ、まだ 60点程ということであま

り多くありません。ただ、利用者には丁寧に使い方を説明するようにという話をして

おります。また、職員にも研修を行っておりますので、まずは通常の滑り出しという

ことになるかなと思います。以上です。 

 



 

 

■増田教育長 

  よろしいですか。それではお諮りします。議案第 30 号「伊豆の国市立図書館運営

協議会委員の委嘱について」は承認でよろしいでしょうか。 

■委員一同 

 （異議なし） 

■増田教育長 

  議案第 30 号「伊豆の国市立図書館運営協議会委員の委嘱について」は、承認され

ました。 

 続きまして、日程第 5 議案第 31号「伊豆の国市史跡等整備調査委員会委員の委嘱

について」の説明をお願いします。 

■工藤文化財課長 

  文化財課工藤です。議案第 31 号「伊豆の国市史跡等整備調査委員会委員の委嘱に

ついて」説明します。 

  伊豆の国市史跡等整備調査委員会設置要綱５条の規定に基づき、別紙のとおり伊豆

の国市 史跡等整備調査委員会委員を委嘱するものです。 

１ページをご覧ください。 

  今回委嘱する方々でございます。家永遵嗣先生、太田尚宏先生、松本和明先生の３

名です。委嘱期間は令和５年６月１日から令和８年５月 31 日までの３年間となりま

す。 

２ページをご覧ください。 

伊豆の国市史跡等整備調査委員会の委員のうち、２名の方が任期満了となるため、

新たに任命する方と継続してお願いする方が、この 4名になります。 

先ほど紹介した３名うち家永先生は再任。太田先生、松本先生は今回新規に入って

頂きます。堀内秀樹先生は任期が他の方とずれていますので、このまま継続してお務

め頂くことになります。 

なお、３ページをご覧ください。今村直樹先生と大友一雄先生が今回任期満了で退

任です。説明は以上です。 

■増田教育長 

  説明が終わりました。何かご質問等はございますか。 

■増田教育長 

  よろしいですか。それではお諮りします。議案第 31 号「伊豆の国市史跡等整備調

査委員会委員の委嘱について」は承認でよろしいでしょうか。 



 

 

■委員一同 

 （異議なし） 

■増田教育長 

  議案第 31 号「伊豆の国市史跡等整備調査委員会委員の委嘱について」は、承認さ

れました。 

続きまして、日程第 6 議案第 32号「伊豆の国市学校給食審議会委員の委嘱につい

て」の説明をお願いします。 

■植松学校教育課長 

  学校教育課植松です。日程第 6 議案第 32号「伊豆の国市学校給食審議会委員の委

嘱について」説明します。 

  ご存知のとおり、市として幼稚園をはじめ各学校に学校給食という形で子供たちに

食を提供させていただいております。これらは品質であるとか、メニュー、また施設

設備等の保守など細かな取り組みについて保護者、また関係の皆様からご意見をいた

だいて、市の学校給食の適正かつ円滑な実施を図っているところでございます。 

  これら適正かつ円滑な実施を図るために、伊豆の国市学校給食審議会条例に基づき、

市の学校給食審議会を設置しております。この審議会委員の任期は、1 年とされまし

て、この度、第４条の規定に基づき、新たな委員を選任したところでございます。 

  これらを委嘱するとしたものです。今回委嘱する委員につきましては、３ページに

一覧表として整理させていただいております。再任以外は全て新任となり、19名の委

員をお示ししてございます。 

  なお、委嘱の期間ですが令和５年６月１日から令和６年５月 31 日までということ

でございます。説明は以上となります。 

■増田教育長 

  説明が終わりました。何かご質問はございますか。 

■増田教育長 

  よろしいですか。それではお諮りします。議案第 32 号「伊豆の国市学校給食審議

会委員の委嘱について」は承認でよろしいでしょうか。 

■委員一同 

 （異議なし） 

■増田教育長 

  議案第 32号「伊豆の国市学校給食審議会委員の委嘱について」は承認されました。 

続きまして、日程第 7 議案第 33号「伊豆の国市学校評議員の委嘱について」の説



 

 

明をお願いします。 

■内田統括監 

  学校教育課内田です。よろしくお願いします。議案第 33 号「伊豆の国市学校評議

員の委嘱について」説明します。 

  伊豆の国市学校管理規則第 32 条に基づく伊豆の国市立小・中学校における学校評

議員設置要綱では、校長は保護者や地域住民の意向を反映し、その協力を得るととも

に「開かれた学校」づくりを推進するため、学校に評議員を置くこととなっておりま

す。評議員の役割は、校長の求めに応じ、一人ひとりの責任において学校等の運営に

関し、意見を述べることができるとなっております。 

令和５年５月 21日付で委員１名が退任したため、該当校校長の推薦により、新たに

委嘱するものであります。 

案として、資料１ページ新たに委嘱する評議員の氏名等を、２ページに市内小中学

校委員の一覧を、３ページには、退任の委員の氏名等を記載しております。委嘱期間

は、令和５年 5月 22日から令和６年３月 31日までとなります。説明は以上です。 

■増田教育長 

  説明が終わりました。何かご質問等はございますか。 

■増田教育長 

  ここに記載されない３校については、コミュニティスクールがスタートをしたため

に、学校運営協議会委員を既に委嘱をしております。その方達が学校評議員に代わり、

今後は協議の場に臨んでいただくということで、３校には学校評議員は置かないとい

うことでよろしいですね。 

■内田統括監 

  はい。 

■増田教育長 

  よろしいですか。それではお諮りします。議案第 33 号「伊豆の国市学校評議員の

委嘱について」は承認でよろしいでしょうか。 

■委員一同 

 （異議なし） 

■増田教育長 

  議案第 33号「伊豆の国市学校評議員の委嘱について」は、承認されました。 

続きまして、日程第 8 議案第 34号「準要保護児童生徒の就学援助資格の新規認定

について」の説明を１世帯ずつお願いします。お願いします。 



 

 

■植松学校教育課長 

＜略＞ 

□質疑 

 ＜略＞ 

■増田教育長 

議案第 34号「準要保護児童生徒の就学援助資格の新規認定について」は、 

２世帯承認、１世帯却下されました。 

 これで、本日予定されました付議事項につきましては、すべて終了しました。 

  ここで、５月定例会を閉会といたします。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和５年６月  日 

 

           署名委員               ○印 

 

署名委員               ○印 


